
 
奨学のための給付金支給対象者診断チャート【国公立の場合】 

 
 
 
 

                         
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ ２人以上の高校生等がいる場合は，それぞれ在学する学校への申請が必要です。 

※ 私立に通う高校生等の場合，支給額が異なります。 

通信制又は専攻科に通う高校生等はいますか？ 

高校生等以外に 15 歳（中学生を除く。）以上 23 歳 

未満の扶養されている兄弟姉妹がいますか？ 

２人以上の高校生等がいます生活保護 

（生業扶助） 

受給世帯

です 
〔32,300 円〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日現在，生活保護（生業扶助）を受給している高校生等がいますか？ 

非課税世帯で

す 
 

通信制の高校生等 

〔50,500 円〕 
  
２人以上の高校

生等がおり，通信

制以外の高校生

等がいる場合 

（第２子以降） 

〔143,700 円〕 
 

 

 

該当しません 

いいえ 

非課税世帯です 
通 信 制 以 外 の 

高 校 生 等 

 

・第１子  〔117,100 円〕 

・第２子以降〔143,700 円〕 

はい 

非課税世帯です 
 

通信制以外の 

高校生等 

・第１子 

〔117,100 円〕 

非課税世帯です 
 

通信制以外の 

高校生等 

（第２子以降） 

〔143,700 円〕 

 

 

 

 

 

 

 

基準日現在，保護者等は鹿児島県内にお住まいですか？ 

基準日現在，高校生等は学校に在籍していますか？ 

いいえ 

通信制 

保護者等全員の｢道府県民税所得割額｣及び｢市町村民税所得割額」がどちらも

非課税＝０円ですか？ 

はい 

（休学等の場合は学校に 

お問い合わせください。） 

 

はい 

はい 

非課税世帯です 

 
専攻科の 

高校生等 

〔50,500 円〕 
 

２人以上の高校

生等がおり，通信

制以外の高校生

等がいる場合 

（第２子以降） 

〔143,700 円〕 

 

 

はい 

はい 

（家計急変の場合は学校に 

お問い合わせください。） 

 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

該当しません 

いいえ 

専攻科 

各都道府県により， 

申請書類の提出期限 

が異なります。 

保護者等が居住する

都道府県に詳細をご

確認ください。 

いいえ 


